




議案第２４号

損害賠償額の決定及び和解について

平成３０年１２月１０日公務遂行中発生した交通事故に伴う賠償について、次のと

おり損害賠償の額を決定し和解する。

１ 損害賠償の額

金９９，４８０円

２ 和 解 の 内 容

相手方は、町に対して、本件に関し今後一切の請求、異議の申し立てをしない。

３ 和解の相手方

音更町新町５丁目３番地１６

前多 由久

音更町宝来東町南２丁目６番地８

小濱 生枝

帯広市西１６条南４丁目８番２０号道営緑西団地Ｒ－５－３２３

塚田 文子

帯広市新町西７丁目１７番地１コーポファミール１０３号

小川 由美

音更町木野大通東１７丁目２番地７４

福田 忍

４ 事 故 の 内 容

平成３０年１２月１０日、士幌高等学校農業クラブの生徒５名を同乗させ、国

道２４１号線（音更町字東音更幹東１線３番地先路上）を走行中、凍結路面に車

両が制御不能となり、１８０度回転した状態で、反対車線路肩に設置されていた

標識に接触し、車両が破損する事故が発生した際、早急に帯広南の森クリニック

にて生徒５名の受診を行い異常なしの診断とされたもの。

損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議決を得ようとするものである。


